
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクロール部と舌部とで囲まれた空気吹き出し口に垂直風向変更板を備えた壁掛け型空
気調和装置において、
　上記スクロール部の裏面に駆動軸を空気吹き出し口内に突出させてモータを取り付け、
上記垂直風向変更板を、モータの駆動軸に着脱自在に取り付けられる垂直風向変更板単体
と、一枚のベースプレートに回動自在に取り付けられた複数枚の垂直風向変更板単体と、
すべての垂直風向変更板単体を連結して同期させる連結バーとで形成し、上記ベースプレ
ートをスクロール部の表面に固定具を介して着脱自在に固定
　

ことを特徴とする壁掛け型空気調和
装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
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すると共に、
上記モータの駆動軸に取り付けられる垂直風向変更板単体の基端部に台座が形成され、

この台座に上記モータの駆動軸に直交する方向に延びる溝部が形成され、この溝部に上記
モータの駆動軸に直結された回動体の軸部が係合する

上記回動体が、上記軸部上に固定される天板と底板とを備えたことを特徴とする請求項
１に記載の壁掛け型空気調和装置。

上記回動体の天板に切り欠き部が形成され、この切り欠き部に上記モータの駆動軸に取
り付けられる垂直風向変更板単体の基端部が係合することを特徴とする請求項１または２
に記載の壁掛け型空気調和装置。



【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、空気調和機本体の空気吹き出し口に風向変更板を備えた壁掛け型空気調和装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、スクロール部と舌部とで囲まれた空気吹き出し口に垂直風向変更板を備えた壁掛
け型空気調和装置が知られている。
【０００３】
この種のものでは、複数枚の垂直風向変更板単体を連結板で連結し同期させて、モータ駆
動により左右方向にスイング可能にしたものが知られている。
【０００４】
上記のものでは、モータの駆動軸に直結される垂直風向変更板単体は、ユーザーにより着
脱できるようにされていないため、モータの駆動軸に直結される垂直風向変更板単体と、
その隣の垂直風向変更板単体とを連結する連結板を外し、モータの駆動軸に直結される垂
直風向変更板単体以外のその他の複数枚の垂直風向変更板単体を空気吹き出し口から取り
出せるようにして、モータの駆動軸に直結される垂直風向変更板単体が空気吹き出し口に
残るようにしていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、空気吹き出し口にモータの駆動軸に直結される垂直風向変更板単体が残るとなる
と、例えば、この垂直風向変更板単体が邪魔になって、空気吹き出し口内に手を入れて清
掃しにくくなるという問題があった。
【０００６】
そこで、本発明の目的は、モータに連結される垂直風向変更板単体を取り外せて、全ての
垂直風向変更板単体が空気吹き出し口から取り出せる壁掛け型空気調和装置を提供するこ
とにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明では、スクロール部と舌部とで囲まれた空気吹き出し口に垂直風
向変更板を備えた壁掛け型空気調和装置において、上記スクロール部の裏面に駆動軸を空
気吹き出し口内に突出させてモータを取り付け、上記垂直風向変更板を、モータの駆動軸
に着脱自在に取り付けられる垂直風向変更板単体と、一枚のベースプレートに回動自在に
取り付けられた複数枚の垂直風向変更板単体と、すべての垂直風向変更板単体を連結して
同期させる連結バーとで形成し、上記ベースプレートをスクロール部の表面に固定具を介
して着脱自在に固定

こと
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上記ベースプレートがスクロールの表面から取り外されたときに動作して、空気吹き出
し口の内側に位置する送風ファンの運転を禁止するスイッチを備えたことを特徴とする請
求項１乃至３のうちいずれかに記載の壁掛け型空気調和装置。

上記スクロール部の表面から突出する係止部を設け、上記ベースプレートの端部に上記
係止部に係止されるフックを設けたことを特徴とする請求項１に記載の壁掛け型空気調和
装置。

上記フックが上記ベースプレートの端部に回動自在にヒンジ連結されていることを特徴
とする請求項５に記載の壁掛け型空気調和装置。

すると共に、上記モータの駆動軸に取り付けられる垂直風向変更板単
体の基端部に台座が形成され、この台座に上記モータの駆動軸に直交する方向に延びる溝
部が形成され、この溝部に上記モータの駆動軸に直結された回動体の軸部が係合する



を特徴とする。
【０００９】
　請求項 に記載の発明では、請求項 に記載のものにおいて、上記回動体が、上記軸部
の両端に固定される天板と底板とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項 に記載の発明では、請求項 に記載のものにおいて、上記回動体の天
板に切り欠き部が形成され、この切り欠き部に上記モータの駆動軸に取り付けられる垂直
風向変更板単体の基端部が係合することを特徴とする。
【００１１】
　請求項 に記載の発明では、請求項 のいずれかに記載のものにおいて、上記ベ
ースプレートがスクロールの表面から取り外されたときに動作して、空気吹き出し口の内
側に位置する送風ファンの運転を禁止するスイッチを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項 に記載の発明では、請求項１に記載のものにおいて、上記スクロール部の表面
から突出する係止部を設け、上記ベースプレートの端部に上記係止部に係止されるフック
を設けたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項 に記載の発明では、請求項 に記載のものにおいて、上記フックが上記ベース
プレートの端部に回動自在にヒンジ連結されていることを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面に基づき説明する。
【００１５】
図１は、壁掛け型空気調和装置の縦断面図である。１は空気調和機本体を示しており、こ
の本体１は壁４に据え付けられている。
【００１６】
この本体１は、室内側熱交換器５、送風ファン７等を支持するフレーム２と、このフレー
ム２に連結されて、熱交換器５、送風ファン７等を覆う前パネル３とを備えている。この
上記本体１の上部１Ａには、上部吸い込み口９がグリル状に一体的に形成され、この上部
１Ａの前縁部１Ｂには、吸い込みグリル１１とフィルタイジェクト装置１２とが図示を省
略した同一軸上の支点を中心にヒンジ連結され、空気調和機本体１前面から開放自在に取
り付けられている。
【００１７】
上記フィルタイジェクト装置１２は、集塵用のフィルタを備え、このフィルタの清掃時に
、このフィルタを所定位置まで降下させる。
【００１８】
この上記本体１の下部には、吹き出し枠１５が配置されている。この吹き出し枠１５は、
上部１５Ｂ、下部１５Ａ、端板１５Ｃ，１５Ｄ（図８）を備え、この吹き出し枠１５の下
部１５Ａは、送風ファン７の背面側に位置する取り付けフレーム２の彎曲部２Ａに連結さ
れ、この彎曲部２Ａと吹き出し枠１５の下部１５Ａとが一体となって、スクロール部１７
を形成している。
【００１９】
また、上記吹き出し枠１５の上部１５Ｂは、舌部１９を形成しており、ドレンパン１６を
兼ねている。この舌部１９と上記スクロール部１７とによって、空気吹き出し口２１が形
成されている。
【００２０】
上記空気吹き出し口２１内には、風向変更板２３が配置されている。この風向変更板２３
は、空気吹き出し口２１の下側長手方向に延材する幅狭の下側水平風向変更板２４と、空
気吹き出し口２１の上側長手方向に延材する上側水平風向変更板２５と、空気吹き出し口
２１の短手方向に延材する複数枚の垂直風向変更板２７とを備えて構成されている。
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３ １または２

４ １乃至３

５

６ ５



【００２１】
図２に示すように、下側水平風向変更板２４は一枚の幅狭の細長い下フラップ２４で構成
され、上側水平風向変更板２５は下側水平風向変更板２４よりも幅広の、長手方向に分割
された二枚の左フラップ２５Ａ、右フラップ２５Ｂで構成されている。それぞれのフラッ
プ２４，２６，２７は、それぞれ独立した直流ステッピングモータに接続され、例えば、
図３に示すようにそれぞれが独立して位相をずらした状態でスイング制御可能に構成され
て、上記室内側熱交換器５で熱交換された冷たい空気或いは暖かい空気を被調和室内にむ
らなくすみずみまで到達させることができる。
【００２２】
垂直風向変更板２８は、図４及び図５に示すように、垂直風向変更板単体（以下垂直板と
いう。）２９と一枚の細長いベースプレート３１に横並びに配置し回動自在に取り付けた
複数枚の垂直風向変更板単体（以下複数枚の垂直板という。）３０とで形成している。
【００２３】
この複数枚の垂直板３０は、各垂直板３０同士が連結バー３２により互いに連結して同期
されている。
【００２４】
上記複数枚の垂直板３０の内、図５中右端の垂直板３０Ａの隣には上記垂直板２９が配置
され、この垂直板２９が連結バー３３を介して上記連結バー３２に連結されている。
【００２５】
上記垂直板２９には、図８に示すように、吹き出し枠の下部１５Ａに空気吹き出し口２１
内に駆動軸を突出させて取り付けられたステッピングモータ４０が連結されている。
【００２６】
このステッピングモータ４０が正逆回転されることにより、上記垂直板２９が図３中左右
方向（矢印Ｐ方向）に回動して、連結バー３２と連結バー３３とが一体に矢印Ａの方向に
往復動し、上記垂直板２９に連動して垂直板３０が姿勢制御される仕組みである。
【００２７】
次に、ステッピングモータ４０に連結される垂直板２９の支持構造について説明する。
【００２８】
図６に示すように、図５中でＩの部分に示す上記垂直板２９の基端部２９Ａには、台座３
９が形成されている。この台座３９には、溝部３９Ａが形成されている。この溝部３９Ａ
は上記ステッピングモータ４０の駆動軸に直交する方向に延びている。
【００２９】
また、図５中でＩの部分に示す上記連結バー３２の右端部３２Ａには、連結バー３３の端
部３３Ａが連結されて、この端部３３Ａを支点に連結バー３３は回動することができる。
【００３０】
また、上記連結バー３３の端部３３Ｂには、上記垂直板２９の羽根部２９Ｂが連結され、
上記垂直板２９の基端部２９Ａが上記連結バー３３の端部３３Ｂを支点に回動することが
できる。
【００３１】
従って、垂直板２９は、姿勢制御される状態を保持しながら、平行移動することができる
。また、垂直板２９は、連結バー３３を介して、連結バー３２に保持させることができる
。
【００３２】
また、図８中でＶの部分に示す、上記ステッピングモータ４０の駆動軸には、図６に示す
回動体６１が直結されている。
【００３３】
上記回動体６１は、軸部６１Ａと、円盤状の天板６１Ｂと、円盤状の底板６１Ｃとを備え
ている。上記軸部６１Ａには上記ステッピングモータ４０の駆動軸が直結されている。こ
の軸部６１Ａに、上記台座３９の溝部３９Ａが係合する。
【００３４】
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上記天板６１Ｂと底板６１Ｃとは軸部６１Ａの両端に固定されている。また、上記天板６
１Ｂには切り欠き部６１Ｄが形成されている。この切り欠き部６１Ｄには、上記垂直板２
９の基端部２９Ａが係合する。上記垂直板２９の基端部２９Ａが上記切り欠き部６１Ｄに
嵌合することによって、上記垂直板２９が上記回動体６１に同期される。
【００３５】
従って、垂直板２９を台座３９ごと移動させ、この台座３９の溝部３９Ａに回動体６１の
軸部６１Ａが係合するように、台座３９を回動体６１の天板６１Ｂと底板６１Ｃとの間に
導入させ、さらに、垂直板２９の基端部２９Ａが回動体６１の天板６１Ｂの切り欠き部６
１Ｄに嵌合するように、台座３９を押し込んだ場合には、台座３９の溝部３９Ａに回動体
６１の軸部６１Ａが係合し、垂直板２９の基端部２９Ａが回動体６１の天板６１Ｂの切り
欠き部６１Ｄに係合すると同時に、台座３９を天板６１Ｂと底板６１Ｃとで把持すること
ができる。
【００３６】
本実施の形態では、図６に矢印Ｆで示すように、連結バー３３を回動させて、垂直板２９
を台座３９ごと移動させ、この台座３９の溝部３９Ａに回動体６１の軸部６１Ａが係合す
るように、垂直板２９の台座３９を回動体６１の天板６１Ｂと底板６１Ｃとの間に導入さ
せる。さらに、垂直板２９の基端部２９Ａが回動体６１の天板６１Ｂの切り欠き部６１Ｄ
に嵌合するように、台座３９を矢印Ｆ方向に押し込む。すると、台座３９の溝部３９Ａに
回動体６１の軸部６１Ａが係合し、垂直板２９の基端部２９Ａが回動体６１の天板６１Ｂ
の切り欠き部６１Ｄに係合すると同時に、台座３９が天板６１Ｂと底板６１Ｃとで把持さ
れるので、垂直板２９を容易に取り付けることができる。
【００３７】
また、上記垂直板２９を取り外す時には、垂直板２９を手前に（矢印Ｎ方向）引く。する
と、垂直板２９の基端部２９Ａが上記回動体６１の切り欠き部６１Ｄから外れると同時に
、垂直板２９の台座３９の拘束が解かれる。この作業だけで容易に取り外すことができる
。
【００３８】
次にベースプレート３１に取り付けられる複数枚の垂直板３０の支持構造について説明す
る。
【００３９】
図７（Ａ）に示すように、図５中でＩＩの部分に示す、ベースプレート３１の端部３１Ｄ
には、フック３４がヒンジ連結されている。
【００４０】
また、図８中でＶＩの部分に示す、吹き出し枠１５の下部１５Ａの左端部には、係止部３
６が設けられる。この係止部３６は、吹き出し枠１５の下部１５Ａから空気吹き出し口２
１内に突出する軸部３６Ａと、この軸部３６Ａの先端に固定される止め部３６Ｂとで形成
されている。
【００４１】
従って、図７（Ａ）に矢印Ｍで示すように、フック３４を係止部３６の右側近傍位置に移
動させて、係止部３６の右側から矢印Ｃ方向にスライドさせて、フック３４の懐部３４Ａ
に係止部３６の軸部３６Ａを導入させる。さらに、フック３４を手前に（矢印Ｄ方向）引
く。すると、フック３４の懐部３４Ａの最深部３４Ｂが係止部３６の軸部３６Ａに当接し
、係止部３６の止め部３６Ｂに引っかかることによって、フック３４が係止される。
【００４２】
本実施の形態では、ベースプレート３１の端部３１Ｄに上記フック３４が形成されるので
、このフック３４を係止部３６に係止した場合、フック３４を介して、ベースプレート３
１の端部３１Ｄが係止部３６に保持される。また、ベースプレート３１の端部３１Ｄが係
止部３６に保持された状態では、係止部３６を支点にベースプレート３１を回動させるこ
とができる。
【００４３】
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また、上記フック３４が上記ベースプレート３１の端部３１Ｄにヒンジ連結されているの
で、フック３４を介して、ベースプレート３１の端部３１Ｄが係止部３６に保持された状
態では、ベースプレート３１の端部３１Ｄを支点にベースプレート３１を回動させて、係
止部３６に吊持できる。
【００４４】
また、図７（Ｂ）に示すように、図５中でＩＩＩの部分に示すベースプレート３１の長手
方向には、溝部３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃが並んで形成されている。
【００４５】
また、図８中でＶＩＩの部分に示す吹き出し枠１５の下部１５Ａの長手方向には、爪部３
５Ａ，３５Ｂ，３５Ｃが並んで設けられており、爪部３５Ａ，３５Ｂ，３５Ｃの各先端が
空気吹き出し口２１の空気吐出方向に向いている。
【００４６】
従って、上記ベースプレート３１の端部３１Ｄが係止部３６に保持された状態で、図７（
Ｂ）で矢印Ｄに示すように係止部３６を支点にして、ベースプレート３１を回動させる。
すると、溝部３１Ｃが爪部３５Ｃに嵌合するのと連続して、爪部３５Ｂが溝部３１Ｂに嵌
合し、爪部３５Ａが溝部３１Ａに嵌合する。
【００４７】
また、上記吹き出し枠１５の下部１５Ａには、図８中でＶの部分に示すように、上記爪部
３５Ｃに相当する位置にリミットスイッチ４１が取り付けられている。このリミットスイ
ッチ４１は、図７（Ｂ）に示す上記ベースプレート３１の溝部３１Ａが上記爪部３５Ｃに
勘合している場合、接点が開いており、上記ベースプレート３１の溝部３１Ａが上記爪部
３５Ｃから外れると、接点が閉じて、送風ファン７の運転を禁止する。
【００４８】
このベースプレート３１に取り付けられた複数枚の垂直板３０の着脱時には、空気吹き出
し口２１内に手が入れられるため、安全を確保するためである。
【００４９】
また、図７（Ｃ）に示すように、図８中でＶＩＩＩの部分に示す吹き出し枠１５の下部１
５Ａの中央部には、固定具３７が下部１５Ａにヒンジ連結されている。固定具３７の先端
には爪部３７Ａが形成されている。この爪部３７Ａに係合する溝部３８が吹き出し枠１５
の下部１５Ａに形成されている。
【００５０】
従って、上記ベースプレート３１の長手方向が拘束された状態で、固定具３７を下方に（
矢印Ｇ方向）回動させる。すると、固定具３７が、図５中でＩＶの部分に示すベースプレ
ート３１の中央部を抱き込みながら、吹き出し枠１５の下部１５Ａに重ねられ、固定具３
７の爪部３７Ａが下部１５Ａの溝部３８に係合する。
【００５１】
次にステッピングモータ４０の連結される垂直板２９と、ベースプレート３１に取り付け
られる複数枚の垂直板３０との取り付け手順について説明する。
【００５２】
図７（Ａ）に矢印Ｍで示すように、フック３４を係止部３６の右側近傍位置に移動させて
、係止部３６の右側から矢印Ｃ方向にスライドさせて、フック３４の懐部３４Ａに係止部
３６の軸部３６Ａを導入させる。さらに、ベースプレート３１を手前に（矢印Ｄ方向）引
く。すると、係止部３６にフック３４を係止することによって、ベースプレート３１の端
部３１Ｄが係止部３６に保持される。
【００５３】
ついで、図７（Ｂ）に示すように、ベースプレート３１の端部３１Ｄが係止部３６に保持
された状態で、係止部３６を支点にベースプレート３１を矢印Ｅ方向に回動させる。する
と、溝部３１Ｃに爪部３５Ｃが嵌合するのと連続して、溝部３１Ｂに爪部３５Ｂが嵌合し
、溝部３１Ａに爪部３５Ａが嵌合することによって、ベースプレート３１の長手方向が拘
束される。ここで、上記ベースプレート３１は、例えば図７（Ｂ）中右端の垂直板３０Ａ
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をつまんで回動可能であるため、その作業が容易に行える。
【００５４】
ついで、ベースプレート３１の長手方向を拘束させた状態で、図６に矢印Ｆで示すように
、連結バー３３を回動させて垂直板２９を台座３９ごと移動させ、台座３９の溝部３９Ａ
が回動体６１の軸部６１Ａに係合するように、垂直板２９の台座３９を回動体６１の天板
６１Ｂと底板６１Ｃとの間に導入させる。
【００５５】
さらに、垂直板２９の基端部２９Ａが回動体６１の切り欠き部６１Ｄに嵌合するように、
台座３９を矢印Ｆ方向に押し込む。すると、台座３９の溝部３９Ａが回動体６１の軸部６
１Ａに係合し、垂直板２９の基端部２９Ａが回動体６１の切り欠き部６１Ｄに嵌合すると
同時に、台座３９が天板６１Ｂと底板６１Ｃとで把持されることによって、垂直板２９が
拘束される。ここで、例えば上記垂直板２９をつまんで取り付け可能であるため、容易に
行うことができる。
【００５６】
最後に、図７（Ｃ）に示すように、ベースプレート３１の長手方向が拘束された状態で、
固定具３７を矢印Ｇ方向に回動させる。すると、固定具３７がベースプレート３１を抱き
込みながら、吹き出し枠１５の下部１５Ａに重なり、下部１５Ａの溝部３８に固定具３７
の爪部３７Ａが係合することによって、ベースプレート３１の中央部が拘束される。
【００５７】
次にステッピングモータ４０の連結される垂直板２９と、ベースプレート３１に取り付け
られる複数枚の垂直板３０との取り外し手順について説明する。
【００５８】
図７（Ｃ）に示すように、固定具３７を矢印Ｈ方向に回動させる。すると、固定具３７の
爪部３７Ａが吹き出し枠１５の下部１５Ａの溝部３８から外れることによって、ベースプ
レート３１の拘束が解かれる。
【００５９】
ついで、図６に示すように、垂直板２９をつまんで、手前に（矢印Ｎ方向）に引く。する
と、垂直板２９の基端部２９Ａが回動体６１の切り欠き部６１Ｄから外れると同時に、垂
直板２９の台座３９の拘束が解かれる。さらに、垂直板２９を矢印Ｎ方向に引いて、連結
バー３３の端部３３Ａを支点に連結バー３３を回動させて、垂直板２９を移動させる。す
ると、垂直板２９が連結バー３３によって連結バー３２に保持される。
【００６０】
ついで、図７（Ｂ）に示すように、ベースプレート３１を手前（矢印Ｊ方向）に引く。す
ると、ベースプレート３１の溝部３１Ａが爪部３５Ａから外れるのと連続して、溝部３１
Ｂが爪部３５Ｂから外れ、溝部３１Ｃが爪部３５Ｃから外れることによって、ベースプレ
ート３１の長手方向の拘束が解かれる。さらに、垂直板３０Ａを矢印Ｊ方向に引いて、係
止部３６を支点にベースプレート３１を回動させる。すると、ベースプレート３１の端部
３１Ｄが係止部３６に保持される。
【００６１】
ここで、ベースプレート３１の端部３１Ｄが係止部３６に保持された状態では、ベースプ
レート３１の端部３１Ｄを支点にベースプレート３１を回動させて、係止部３６に吊持で
きるので、垂直板２９及び複数枚の垂直板３０をベースプレート３１ごと仮置きすること
ができる。
【００６２】
最後に、図７（Ａ）に示すように、ベースプレート３１の端部３１Ｄを矢印Ｋ方向に押し
込み、係止部３６の右側方向（矢印Ｌ方向）にスライドさせる。すると、フック３４の懐
部３４Ａから係止部３６の軸部３７Ａが外れることによって、ベースプレート３１の端部
３１Ｄの係止が解かれる。しかる後、ベースプレート３１を、矢印Ｏ方向に移動させる。
【００６３】
本実施の形態では、垂直板２９と複数枚の垂直板３０といっぺんに着脱することができる
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。
【００６４】
また、図７（Ｂ）に示すように、ベースプレート３１を係止部３６に保持させた状態では
、ベースプレート３１の端部３１Ｄを中心に回動させて、フック３４を介して、ベースプ
レート３１を係止部３６に吊持させ、垂直板２９及び複数枚の垂直板３０をベースプレー
ト３１ごと仮置きできるので、垂直板２９及び複数枚の垂直板３０をベースプレート３１
ごと仮置きした状態で、例えば、垂直板２９及び複数枚の垂直板３０が邪魔にならず、送
風ファン７及び空気吹き出し口２１を容易に清掃できる。また例えば、垂直板２９及び複
数枚の垂直板３０をベースプレート３１ごと清掃することができる。
【００６５】
さらに、垂直板２９及び複数枚の垂直板３０をベースプレート３１ごと仮置きした場合に
は、例えば、空気吹き出し口２１内に手を入れて清掃を行うときに、上記ベースプレート
３１を床等の低い場所に置く作業がなくなるので、作業効率が向上できる。また例えば、
清掃時にベースプレート３１ごと垂直板２９及び複数枚の垂直板３０をなくす恐れがなく
なる。
【００６６】
また、ベースプレート３１ごと垂直板２９及び複数枚の垂直板３０を空気吹き出し口２１
から取り出した場合には、ベースプレレート３１ごと垂直板２９及び複数枚の垂直板３０
を丸洗いすることができる。
【００６７】
【発明の効果】
本発明は、モータに連結される垂直風向変更板単体を取り外せて、全ての垂直風向変更板
単体が空気吹き出し口から取り出せることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による壁掛け型空気調和装置の一実施形態を示す縦断面図である。
【図２】壁掛け型空気調和装置を示す斜視図である。
【図３】フラップの制御姿勢を示す斜視図である。
【図４】垂直風向変更板を分解した状態を示す斜視図である。
【図５】垂直風向変更板を示す斜視図である。
【図６】ステッピングモータに連結される垂直風向変更板単体の着脱手順を説明する図で
ある。
【図７】（Ａ）～（Ｃ）はベースプレートに取り付けられる複数枚の垂直風向変更板単体
の着脱手順を説明する図である。
【図８】吹き出し枠の斜視図である。
【符号の説明】
１　空気調和機本体
１１　吸い込みグリル
１５　吹き出し枠
１５Ａ　下部
１７　スクロール部
１９　舌部
２１　空気吹き出し口
２３　風向変更板
２８　垂直風向変更板
２９　垂直板
２９Ａ　基端部
２９Ｂ　羽根部
３９　台座
３９Ａ　溝部
３０　垂直板
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３１　ベースプレート
３２　連結板
３３　連結板
３４　フック
３６　係止部
３７　固定具
６１　回動体
６１Ａ　軸部
６１Ｂ　天板
６１Ｃ　底板
６１Ｄ　切り欠き部
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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